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表1　介護保険料の支払方法の切り替え(納付書払いから年金天引きへ)時期
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【固定資産の縦覧】
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支払方法

納付書納付期別

年金天引き期別

注１　仮徴収とは：介護保険料は、毎年 6月に確定する市民税の課税状況と前年分の所得状況に基づき決定します。
　　　　しかしこの間に支給、または支給の準備が進んでいる、4月・6月・8月の年金からは、確定した保険料での徴収ができないため、
　　　　暫定保険料での徴収（仮徴収といいます）となります。
　　　　※ 4月・6月・8月年金から天引きされる保険料額は？・・・前年度保険料の2カ月分
　　　　　　（例：42,000円÷12カ月×2カ月＝7,000円 ※100円未満切り捨て）
注２　本徴収とは：10月・12月・2月は、6月に確定した年間保険料額から仮徴収分を控除した額を3回に分けて天引きします。

5,200円 7,000円 7,000円 7,000円
・10月年金天引き
　開始の通知が
　あった方

5,400円 5,200円 5,200円

9,300円

・８月年金天引き
　開始の通知が
　あった方

7,000円 11,800円 11,600円 11,600円

7,000円 7,000円 9,400円 9,300円

4,200円 4,200円 4,200円

・今年２月年金で
　保険料が天引き
　されている方

7,000円 7,000円 7,000円 7,000円 7,000円 7,000円

4,200円 4,200円 4,200円 4,200円
・年金未受給の方
・年金の年額が18

　万円以下の方等
4,200円 4,200円 4,200円

9期 10期5期 6期 7期 8期1期 2期 3期 4期

12月 1月 2月 3月8月 9月 10月 11月4月 5月 6月 7月

表2　年金天引き開始時期の違いによる介護保険料額（例）
※平成18年度と平成19年度の介護保険料段階が第4段階（年額：42,000円／月額：3,500円）の方の場合です。

平成１９年度
平成20年平成19年

7,000円7,000円 7,000円 7,000円 7,000円

・６月年金天引き
　開始の通知が
　あった方

・４月年金天引き
　開始の通知が
　あった方

7,000円

5期 6期1期 2期 3期 4期
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